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要 旨

本概念分析の目的は、看護における アドボカシー 概念を明らかにし、構成概念を導き出す

ことである。分析は、 （ ）の手法を用いた。分析の結果アドボカシーの属性は、

《保護する》《支える》《伝える》《エンパワーメントする》《仲裁する》《調整する》の つが抽

出された。先行要件は、患者（脆弱性、対立、依頼・要求）看護師（やる気、責任、知識）職場

環境（ゆとり、人として尊重）であった。結果は、患者（満足、失敗）、看護師（満足、危険、

困難）職場環境（安全、関係悪化）であった。アドボカシーは看護倫理の実践的概念ではあるが

多くの概念を内包した包括的な概念であることがわかった。また、看護師がアドボカシーをする

ことは危険が多く看護師自身が保証されることの必要性が示唆された。
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【緒 言】

我が国において 患者の権利オンブズマ

ン ）が発足して 年が経過し、少しずつ患

者の権利について語る土壌ができつつあるよ

うに思われる。医療の領域では、日本医師

会 ）、日本看護協会 ）で患者の権利を守るこ

との文言が明記され、多くの病院で患者の権

利を守ることが記されている。従来のパター

ナリズムから患者の意思を尊重した患者中心

の医療が整いつつあると言えよう。近年、患

者の権利擁護を実践する概念として アドボ

カシー が注目されてきた。米国看護師協会

の看護の定義の一部に ） （中略），

．看護とは、

（中略）個人・家族・地域社会・対象集団の

ケアにおける擁護である。 とアドボカシー

があげられている。しかし、 アドボカシー

の概念については、国内外において文献レ

ビューや概念分析 ）がなされているが、

個々バラバラで統一されたものはない。また、

文化や時代の流れによって捉え方も異なると

考えられる。我が国においても、 年以降

看護系雑誌でアドボカシー関連の特集 ）

が組まれ活発に議論がなされ注目されるよう

になったが実体は明確ではない。そこで、臨

床実践における看護アドボカシーの概念を検

討し洗練化する必要があると考え、看護にお

ける アドボカシー の概念を明らかにし、

構成概念を導き出すことを目的とした。

【研究方法】

概念の構成を明らかにするため、

（ ） ）の分析手法に基づいて、概

念構築の背景、関連概念との相違、属性、モ

デル例の提示、先行要件と結果、概念の定義

を検討した。

（

）を利用し

年の期間で、 で抄録のある文献は

件であった。そのため

（抄録あり） 文献、

（抄録あり）

文献のサマリーを読み、論説・記事、対象が

学生に関する文献を削除した 件とアドボカ

シーで重要な書籍 冊 、 ）が該当した。

さらに、医学中央雑誌（以下、医中誌と略す。）

（ ）でアドボカシー（患者の権利

擁護） 看護で検索したところ（原著・抄録

あり） 件あり、その内論説・記事、学生

に関するものを削除し、サマリーを読みアド

ボカシーに関する論文 件が該当したため、

計 件を分析対象とした。

【結 果】

）概念構築の背景

アドボケイトは、もともとローマ時代の法

制度にルーツを持つと言われている言葉で

ある人の味方になって、その権利や利益を

守るために闘う人 という意味で使われてい

る ）。 年代に米国で始まった公民権運

動や消費者運動が、患者の権利運動へと拡大

発展し、その中で意思決定による患者の自律

性の尊重が主張されるようになった ）。こ

のような医療の変化に伴い、患者中心の医療

を目指す中で看護領域において アドボカ

シー の概念が倫理の核として生まれてき

た ）。 アドボカシー に関する文献が海外

で多く見られるようになったのは 年代以

降である ）。日本では、石本 ）によると

年の小玉による文献レビュー ）後 アドボ

カシー に関する文献が登場するようになっ

た。 アドボカシー の理論を整理した

は以下の つを提示する ）。 法的権利

モデル（ ）がアドボカシーの法的権利
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モデルを強調）、 価値基盤モデル（ ）

により提唱された理論。また、 ）に

よって主張された実存的擁護モデルと類似）、

人権尊重モデル（ ）の主張）、 社

会的擁護モデル（ ）の主張）、である。

しかし、 つの理論とも十分発展していると

は言えない ）。その後、 ）、
）、 ）による患者アドボカシー

看護モデルが構築されてきたがまだ十分とは

言い難い。そこで、実践の中で研究された文

献検討より理論モデルを抽出する必要があっ

た。

）関連概念との相違

医中誌で患者の権利擁護を検索し分類した

ところ、自己決定（ 件）、行動制限（ 件）、

インフォームド・コンセント（ 件）、人権・

患者尊重（ 件）、情報開示（ 件）、が多かっ

た。自己決定、インフォームド・コンセント、

人権・患者尊重、情報開示も、医療の領域で

の消費者運動の流れの中で 年代 年

にかけて インフォームド・コンセント や

情報開示 、 患者満足度調査 の実施の成

果をあげてきた ）もので、全て アドボカ

シー に内包される概念である。

ここでは、消費者運動の流れのなかで

年代に入り 医療の効率化の促進や質の確保

及び 消費者のエンパワーメントを背景とし

た情報公開 が求められるようになる ）と

ともに求められてきた アカウンタビリティ

の概念について考える。アカウンタビリ

ティ ）（ ）は、 一般に説明責

任と訳される。具体的には政府・行政などの

国民に対する政策成否の説明責任や、経営者

の株主に対する財務状況、経営戦略の展開、

見直しとその成果などについての説明責任に

ついて用いられている 。碓氷 ）は、アカウ

ンタビリティの定義を 力の付与または力の

行使に関して課された責任を果たしたかどう

かを説明する責任です と述べている。ここ

では医療は具体的には論じられていない。米

国科学アカデミー（ ）の プライマリー

ケアの定義 ）の つにアカウンタビリティ

（説明責任と義務）があり、 患者さんの不

利益の回避、十分な説明と理解、情報公開、

最先端の技術・知識に後れをとらない と明

記されている。板谷は ） アカウンタビリ

ティと守秘義務とは医療でいうインフォーム

ド・コンセントともつながっている と述べ

ている。また、箕形 ）は、アカウンタビリティ

に関しては 地方分権化は自治体の自己決定

権の拡大につながるものであるが、その一方

で自治体の責務も拡大する。（中略） どのよ

うな仕事をするか、どのように仕事をしたか

の説明（ ）、 結果についての

評価（ ） の責務の重要性が増す と

述べている。以上より、アカウンタビリティ

は、患者の権利としての自己決定の中から出

てきた概念でインフォームド・コンセントや

情報開示を内包している概念であり、アドボ

カシーと類似はしているが、アドボカシーが

個から出発しているのに対しアカウンタビリ

ティは組織や公から出発している概念である

点が相違と考えられる。

）概念の属性（表 参照）

分析の結果、看護における アドボカシー

の概念には、《保護する》、《支える》、《伝える》、

《エンパワーメントする》、《仲裁する》、《調

整する》の つの属性が抽出された。

（ ）《保護する》

《保護する》は、患者 家族の権利・利

益、プライバシーを守り、患者 家族を代

弁すると定義された。

患者 家族の権利を守る 、、 、 、 ）

や、 不適切な行為から守る 、 ）、患者を

直接保護する 、 、 、 、 ）と言った権利

や利益を守る。プライバシーを守る 、 ）。
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さらに、患者 家族を代弁する 、 、 、 、

、 、 、 、 ）。患者の代理をする ）

であった。 ）は、患者のニーズ

の一番の利益と代理を務めると述べ、
）は、丸ごとの人の付き添い、保護

し、人間性を保ち、患者の声としてアドボ

ケイトすると述べている。

（ ）《支える》

《支える》は、患者 家族が遂行できる

よう提案し、自己決定を支えると定義され

た。

患者 家族自身が遂行できるように支援す

る 、 ）、支援する 、 、 、 、 、 、 、 ）、

患者 家族に提案する 、 ）。アドバイス

する ）。患者 家族の自己決定を支える 、

、、 、 、 、 、 、 、 、 、 ）であった。

岩本 ）は本人の意思や思いを把握し、本

人の意思が反映できるように支援すると述

べている。

（ ）《伝える》

《伝える》は、患者 家族に情報を与え

て保証しインフォームド・コンセントを行

うと定義された。

患者 家族に情報を与える 、 、 、 、

、 ）、患者 家族に情報を与えて保証す

る 、 ）、患者 家族に伝える 、、 、 、

、 、 、 ）、インフォームド・コンセント

を行う 、 、 、 、 、 、 ）であった。
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表 看護アドボカシーの属性

属
性 保護する 支える 伝える エンパワーメ

ントする 仲裁する 調整する

定

義

患者 家族の権
利・利益、プライ
バシーを守り、患
者 家族を代弁す
る

患者 家族が遂行
できるよう提案
し、自己決定を支
える

患者 家族に情報
を与えて保証しイ
ンフォームド・コ
ンセントを行う

患者 家族を教育
し、エンパワーメ
ントする

患者と家族、医療
者の仲裁をする

患者情報を医療
チームに報告し、
調整し連携を図る

根

拠

松本

本間

岩本他

竹村

松本

本間

坂本他
竹村
岩本他
南家他

齋藤

澤田

坂本他
岩本他
竹村

齋藤

坂本他

齋藤

澤田

岩本他
竹村

竹村

澤田

岩本他
竹村

南家他



（ ）《エンパワーメントする》

《エンパワーメントする》は、患者 家

族を教育しエンパワーメントすると定義さ

れた。

患者 家族を教育する 、 、 、 、 、 、

、 ）。坂本 ）は、医療者への対応の仕方

を提案する、 ）や ）は、

患者自身が対処できるように教育すると述

べている。患者 家族をエンパワーメント

する 、 、 、 、 、 、 、 ）であった。齋

藤 ）は自己主張する教育、資源の活用と

ネットワーク作りによるエンパワーメント

と述べている。

（ ）《仲裁する》

《仲裁する》は、患者と家族・医療者の

仲裁をすると定義された。

患者と医師との間を仲裁する 、 、 、 、

、 、 、 、 、 、 、 、 ）、患者と家族

の仲裁をする ）であった。竹村 ）は、医

師への説明の依頼や不明点 疑問点の医師

への確認をあげている。

（ ）《調整する》

《調整する》は、患者情報を医療チーム

に報告し、調整し連携を図ると定義された。

チームに報告する 、 ）、患者の不満を

報告する ）、ヘルスケアチームを調整す

る 、 、 、 、 、 、 、 ）、連携する 、 、 、

、 、 、 、 、 、 ）であった。竹村 ）は、

日本は医師との調整役であるがハワイは医

師への進言・苦言を呈し患者の意思を尊重

するものであったと述べている。

）モデル例の提示

ここでは、抽出された つの属性に即した

モデル例として、典型例、相反例、境界例を

提示する。

典型例

さん、初診にて検査後卵巣がんの末期と

診断された 歳の女性。主治医よりこのまま

だと余命 年、残された治療は化学療法でう

まくいけば余命は延びると説明されるが、受

けるかどうかで迷いがん看護専門看護師（以

下、がん看護 と略す。）に化学療法の情

報提供などを依頼する。家族は余命が延びる

のであればと化学療法を受けることに賛成し

た。がん看護 は、化学療法や他の薬物

についての情報提供を家族も交えて行い、主

治医に さんの情報を報告した。また、がん

専門医の紹介も行い薬や治療の情報の追加説

明を行ってもらった。その後、がん看護

と話し合い さんは化学療法を受けな

いことを決意する。がん看護 同席のも

と家族は さんの意向（化学療法を受けない）

を了解した。主治医に対しても さん自身が

自己決定したことをうまく話せるようがん看

護 も同席し さんの後押しを行った。

結果、主治医に化学療法を受けないという結

論を さん自身が行った。

相反例

さん、 歳、男性、会社社長。胃がんの

再発にて余命 ヶ月の診断がされ再入院。し

かし、 さんは病名・予後の告知を希望する

も家族が反対し、胃潰瘍の再発と主治医より

話された。入院 ヶ月にても回復のめどがた

たず、 さんは自分の死が迫っていることを

察し、会社の今後の整理をしたいと考え、主

治医に 外泊をさせて欲しい と希望した。

しかし、病状が安定せず、いつ急変するかわ

からない状況のため、主治医からは もう少

し病状が落ち着くまで難しいです と外泊許

可はでなかった。看護師は主治医の方針に

従った。結局外泊することなく さんは ヶ

月後死去された。
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境界例

さん、 歳、男性、両親はすでに他界し

ひとり暮らしで躁鬱病のため入退院を繰り返

していた。躁状態にて、先祖代々の土地を

丁ほど不動産に売る契約をした。地区の民生

委員より主治医にそのことの報告があった。

すぐ さんを病院に呼び、状況説明をしても

らうが、 さんはすぐにも土地を売りたいと

言い張った。躁状態にて全く人の話に耳を傾

けず、興奮するばかりで病状悪化のため即日

医療保護入院となった。土地問題は主治医も

含め病院保健師より、地域の保健師、民生委

員、不動産屋が招集され話し合いの結果、土

地売買は阻止された。 さんには病状が落ち

着いてから説明され納得した。

）先行要件と結果

（ ）先行要件（表 参照）

属性として、患者・家族と医療チームと

方向への働きかけが抽出されたため、先

行要件は、患者、看護師、職場環境の つ

の領域の内容が抽出された。

患者

患者の先行要件は、《脆弱性》、《対立》、

《依頼・要求》であった。

患者は、病気のために弱っている、脆

弱性 、、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ）であ

るが多かった。また、医療者との対立 、

、、 、 、 、 ）や、アドボカシーは患者

家族の依頼・要求 、 ）によるもので

あった。

看護師

看護師の先行要件は、《やる気》、《責

任》、《知識》であった。

看護師自身の意識が高く《やる気》、

、 、 、 ）があること、 ）は信

念の強さと述べている。アドボカシーは

看護師の仕事としての《責任》、、 、 、

）である。 ）は 看護師の覚悟 、
）は 看護師の義務 、齋藤 ）

は 倫理的規範、職業規範 、 ）

看護師の倫理原則・価値 、 ）

は 倫理 と述べているが、看護師の専

門職業倫理としての責任であると広く解

釈した。

さらに、アドボケイトするためには看

護師の《知識》 、 、 、 、 、 、 、 ）の

必要性が重要であった。 ）は、

看護師の医学的知識と倫理的知識の必要
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表 看護アドボカシーの先行要件

患 者 看 護 師 職 場 環 境

カ
テ
ゴ
リ

脆弱性 対立 依頼・要求 やる気 責任 知識 ゆとり 人として
尊重

根

拠

本間

齋藤

本間

竹村
竹村
竹村

岩本他
齋藤



性を、 ）は、看護師のアドボケ

イトとしてのトレーニングの必要性を述

べている。

職場環境

職場環境の先行要件は、《ゆとり》、《人

として尊重》であった。

職場環境として看護師がアドボカシー

を行えるだけの《ゆとり》 、 、 ）が必

要であった。さらに、患者、看護師個々

が《人として尊重》 、 、 、 ）されるこ

とが前提であった。 ）は、看護

師・患者を圧することのできない環境と

も述べており、また、看護師がアドボカ

シーをすることの保証 、 ）の必要性を

述べたものもあり、広く《人として尊重》

に含めた。 ）は病院の規範である

と述べている。

（ ）結果（表 参照）

結果も患者、看護師、職場環境の つの

領域が抽出されたが文献に結果について記

載されたものは少なかった。

患者

患者の結果は、《満足》、《失敗》であっ

た。

患者に関するポジティブな結果として

は、アドボカシーされて《満足》するも

の 、 、 ）、結果として自己決定ができ

た ）、結果としてエンパワーメントされ

る ）内容であった。自己決定ができた、

エンパワーメントされるは、広く《満足》

に含めた。逆にネガティブな結果として

は、《失敗》 、 ）や不快な感情 ）であっ

た。不快な感情は、広く失敗に含めた。

看護師

看護師の結果は、《満足》、《危険》、《困

難》であった。

看護師に関するものでポジティブな結

果は、《満足》、 、 、 ）であった。他には、

達成感 ）や看護師の成長 ）をあげてい

るものもあった。看護師に関するネガ

ティブな結果は、看護師がアドボケイト

することの《危険》をあげているもの 、

、、 、 、 、 、 ）や看護師のバ ンアウ

ト 、 ）と看護師にとって非常に危険を

伴うものが多かった。また、看護師がア

ドボケイトすることの《困難》さをあげ

ているものも多かった 、、、 、 、 、 、

看護における アドボカシー の概念分析（戸田）

表 看護アドボカシーの結果

患者 看護師 職場環境

カ
テ
ゴ
リ

満足 失敗 満足 危険 困難 安全 関係悪化

根

拠

齋藤
齋藤



、 ）。また、アドボカシーの失敗 、 ）

や、そのために欲求不満 、 、 ）になる、

をあげており《困難》に含めた。

職場環境

職場環境の結果は、《安全》《関係悪化》

であった。

職場環境としてポジティブな結果は、

数は少ないが職場として《安全》である
、 ）。職場環境のネガティブな結果は、

看護師と患者の関係悪化 ）と、看護師

と他職種との関係悪化 ）であった。

以上より看護におけるアドボカシーは、患

者 家族が自身の権利や利益を守るための自

己決定が遂行できるように、看護師は、患者

家族を保護し、情報を伝え、支えることで

エンパワーメントすること、さらに医療者と

の仲裁を行い、医療者間の調整をすることで

ある と定義した。

【考 察】

看護における アドボカシー の概念分析

を行った結果、図 の看護アドボカシー概念

モデルが描かれた（図 参照）。ここでは本

概念モデルの妥当性と、多くの文献で看護師

がアドボケイトすることの危険性や困難さが

述べられていたため、看護アドボカシーは実

践可能な概念であるかを考察する。

．看護アドボカシー概念モデルの妥当性

今回 文献を分析した結果、看護における

アドボカシー の属性として、《保護する》、

《支える》、《伝える》、《エンパワーメントす

る》、《仲裁する》、《調整する》が抽出された。

現在までに看護におけるアドボカシーの理論

やモデルが提示されている文献と比較検討す

る。
）は、アドボカシーを 情報を伝

えること 、支援すること だと述べている。
）は、 評価する（ ）（治療的
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関係、患者の自由と自己決定を保証する）、

伝える（意思決定に関わる患者の権利を促

進し保証する、インフォームド・コンセン

ト）、 仲裁する（患者と家族・重要他者・

医療従事者との間の仲裁を行使する） を属

性として抽出している。 ）は、 守る

こと（ニードの予測、患者の問題の予防・介

入・報告）、 支援すること（傾聴すること、

理解すること、側にいる、支える、意思の疎

通、護る、代理、仲介、交渉、賛成運動をす

る）、教育すること（情報提供、説明、指導）

をあげている。患者を中心とした患者個人と

患者と関わる周りへの介入としては網羅され

たと考えられる。

さらに、 ）は、アドボカシーの活

動領域を 患者 、 看護師 、 環境（医療集

団、経済） に求める。医療の領域では、医

師を中心としたコ・メディカルの専門集団が

ある。本間 ）は、日本の看護師について 患

者の意思を尊重しつつも、患者の家族や他の

医療従事者の意見をもっと重視するようであ

る。日本特有の患者個人の自律だけでなく、

家族・医療従事者も含めた集団としての自律

という考え方に関連している と述べている

ように、医療従事者間の調整や患者と家族の

仲裁などを行うことは日本の文化に根ざした

つの特徴とも考えられる。

また、患者へのアドボカシーを行う場合、

それぞれの専門職の考えを集約し調整してい

くことも患者の権利を守るためには重要であ

り、患者の一番身近にいる看護師は、専門職

集団の調整をするために重要な位置であると

考えられ、医療チームの調整は必要不可欠だ

ろうと思われる。患者・家族、医療従事者と

いう集団全体をアドボカシーの対象としたこ

とは日本の個より集団を重視した文化とも一

致し日本の臨床に適した内容と思われる。た

だ、 インフォームド・コンセント や エ

ンパワーメント 自己決定 というすでに

独立し広く使用されている概念を内包してい

ることで アドボカシー の概念は非常に包

括的な看護倫理の実践的概念であると考えら

れる。さらに、 アドボカシー 独自の特徴

は何かについて検討することが今後の課題と

して残されたと考えられる。

．看護アドボカシー概念は実践的な概念で

あるか

看護倫理の新たな実践的概念としてアドボ

カシーは登場したが、医療現場の中で看護師

が患者の権利をアドボケイトすることの危険

性や困難さが多くの文献で述べられた。
）は、看護師が患者にアドボカシー

を実践するときの深刻な危険について 同僚

からの非難、感情的な傷つき、失職 をあげ

ており、 大きな個人の犠牲なしに行為を実

践することができないとき、看護師はパワー

のなさを感じ、倫理的苦悩の状態になり職場

を離れる傾向にある と述べている。
）は、看護アドボカシーの障害の分析

を行い、 看護アドボカシーの障害は、患者

に対する看護者の責任と組織の中での看護の

任務との間の利益の対立が一般的である と

述べ、看護アドボカシーの障害の属性を 教

育 時間 処罰 としている。 医師の補

助としての伝統を持つ女性の専門職であると

いう歴史的な障害が、看護アドボカシーの障

害である と述べられている。また、日本の

看護師の現状を調査した ）らによる

と、看護管理者が患者・家族のサポートをす

ることや、看護師を護るためにアドボカシー

はチームアプローチがベストの機能だと看護

師は考えていると述べている。さらに
）は、看護師に権限を与えられること、

）は、医師と看護師の対立につい

ては看護管理職が役割を担うと述べている。

さらに、服部 ）は、看護によるアドボカ

シーの限界について、 看護師は自らの服従

看護における アドボカシー の概念分析（戸田）



と忠誠を求める医師や雇用主との関係で依存

的な立場にあり、彼らの指示に逆らうのは難

しいこと、 アドボケイトの役目は本来、患

者がそこから擁護されるべき体制の側ではな

い者に委ねられるべきなのに、看護師はそう

した体制の一部をなす者であること、 看護

師が事前に患者の意見を聞かずに決定を下し

てしまうというように、看護師がアドボカ

シーを自分の義務としてあまりに真剣に捉え

すぎて やりすぎる 危険があること、をあ

げている。そして、看護師がアドボカシーを

行う方法として、 看護師がその鋭敏な感性

に基づき獲得した患者に関する繊細な情報を

システムの側に柔軟に取り込める仕組みを整

備・保証することによって、看護によるアド

ボカシーの常態化・制度化する方向が望まし

いであろう。 ）と述べている。

以上より、看護師が アドボカシー を実

践する場合、看護師への アドボカシー 教

育の必要性、 アドボカシー ができる時間

的余裕の必要性、そして、看護師が アドボ

カシー を行うことによって看護師が脅かさ

れないために、看護管理者の支援やチームア

プローチ、看護師に対する業務上の権限を与

えるなどの保証をするシステムの改善の必要

性が示唆された。

また、病んだ人々と関わる看護実践の場に

おいて看護倫理は基盤であり、 アドボカ

シー はその実践的キー概念であると言える。

しかし、患者の権利とは何かが明確でないと

何を本来アドボケイトすべきなのかが理解さ

れない。今後は患者の権利とは何かについて

本質的な議論が必要であると考える。

【結 論】

今回看護における アドボカシー の概念

分析の結果、以下のことが明らかになった。

看護における アドボカシー の属性に

は、《保護する》、《支える》、《伝える》、《エ

ンパワーメントする》、《仲裁する》、《調整

する》の つの属性がある。

看護における アドボカシー の先行要

件として、患者（脆弱性、対立、依頼・要

求）、看護師（やる気、責任、知識）、職場

環境（ゆとり、人として尊重）の個別性と

集団の 方向が見出された。

看護における アドボカシー の結果と

して、患者（満足、失敗）、看護師（満足、

危険、困難）、職場環境（安全、関係悪化）

が見出された。

看護における アドボカシー は 患者

家族が自身の権利や利益を守るための自

己決定が遂行できるように、看護師は、患

者 家族を保護し、情報を伝え、支えるこ

とでエンパワーメントすること、さらに医

療者との仲裁を行い、医療者間の調整をす

ることである と定義づけられる。

看護師が アドボカシー を行う場合、

危険性や困難さがあり、看護師へのアドボ

カシーの教育や、チームで行うこと、管理

職の支援があるなどアドボケイトとしての

看護師の保証が必要であることが示唆され

た。
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